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議案名  

議案第 64号 桐生市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案 

趣旨・目的   

道路法施行令の一部改正に伴い、桐生市が徴収する道路占用料の額につい

て、所要の改正を行おうとするものです。 

概 要 

 道路占用料は、道路法施行令に基づき徴収しておりますが、道路法施行令

の一部改正により、平成 27年度に行われた固定資産税評価額の評価替え及び

地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた占用料の単価の見直しを行うと

ともに、占用数量の端数処理の方法を改めるものです。 

 

（施行期日：平成 30年 4月 1日） 

 

背景・経過 

 国土交通省が道路占用料の見直しを行い、道路法施行令の一部を改正する 

政令が、平成 29年 4月 1日から施行されました。 

 

 


